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所
得
税
と
住
民
税
の

税
率
の
変
更

税
率
変
更
が
、
表
１
（
税
率

の
詳
し
い
内
訳
は
、
昨
年
11
月

号
の
広
報
紙
で
紹
介
）
の
と
お

り
行
わ
れ
ま
す
。多
く
の
方
は
、

１
月
分
か
ら
所
得
税
が
減
り
、

６
月
分
か
ら
住
民
税
が
増
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
税
源
の
移
し
替
え

な
の
で
、「
所
得
税
＋
住
民
税
」

の
合
計
に
よ
る
負
担
は
、
基
本

的
に
変
わ
り
ま
せ
ん
（
定
率
減

税
の
適
用
を
除
く
場
合
）。

そ
の
ほ
か
、
税
源
移
譲
に
よ

る
改
正
以
外
の
主
な
変
更
点
は

次
の
と
お
り
で
す
。

定
率
減
税
の
廃
止

定
率
減
税
は
、
平
成
11
年
度

か
ら
、
景
気
対
策
と
し
た
暫
定

的
な
税
負
担
の
軽
減
措
置
と
し

て
導
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
近

の
経
済
状
況
を
踏
ま
え
廃
止
さ

れ
ま
す
。（
表
２
）

住
民
税
の
老
年
者
非
課
税

措
置
が
段
階
的
に
廃
止

平
成
17
年
１
月
１
日
現
在

（
昭
和
15
年
１
月
２
日
以
前
に

生
ま
れ
た
方
）
65
歳
以
上
の
方

で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

125
万
円
以
下
の
方
は
、
平
成
17

年
度
ま
で
は
住
民
税
が
非
課
税

で
し
た
が
、
年
齢
に
関
わ
ら
ず

公
平
に
負
担
を
分
か
ち
合
う
と

い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
措
置
が

廃
止
さ
れ
、
現
役
世
代
と
同
様

の
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
急
激
な
税
負
担
を

緩
和
す
る
た
め
経
過
措
置
が
と

ら
れ
て
い
ま
す
。（
表
３
）

問
合
せ
先

税
務
課

℡
820
―

５
６
０
３

地
方
分
権
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
「
三
位
一
体
改
革
」
の
柱

が
「
税
源
移
譲
」
で
す
。
税
源
移
譲
で
は
、
所
得
税
（
国
税
）
と

住
民
税
（
地
方
税
）
の
税
率
を
変
え
る
こ
と
で
、
国
の
税
収
が
減

り
、
地
方
の
税
収
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
今
回
は
、
税
源
移
譲
以
外
に
も
変
更
が
行
わ
れ
ま
す
。

平
成
19
年
か
ら
税
源
移
譲
で

あ
な
た
の
住
民
税
（
町
県
民
税
）

・
所
得
税
が
変
わ
り
ま
す

熊野町の住所の表示については、町名（字名）と地番という、いわば

「土地の住所」が用いられてきましたが、現在の表示では、

●山番と耕地番の関係で同じ番地が町内に存在している

●地区の境界が入り組んでいたり、地番が順序よく並んでいない

●一つの地番にたくさんの枝番がある

などの問題があるため、住居表示を実施し、これらの解消に向けて取り組みます。

住居表示を実施します

■今後の予定
今年度、熊野町住居表示審議会を立ち上げ、

実施区域の決定を行います。

平成19年度からは、新しい町界町名などを

審議会で審議し、町議会の議決によって順次

実施していく予定です。

また、各実施地区の皆さんへの説明会等を

開催しますので、ご理解とご協力をお願いし

ます。

問合せ先 企画課　企画振興係

℡820－5602

■新しい表示の方法
新しい住居表示制度では、分かりやすい区

域となった「新しい町名」と、今までの番地

にかわって住宅の場所を示す専用の符号であ

る「街区符号」と「住居番号」を使って表し

ます。（場所により町名のみの変更あり）

また、本籍・不動産の表示については、

「新しい町名」のみの変更で、地番は今まで

どおりの表し方です。

□従来の表しかた
熊野町大字○○○４３２番地１

■住居表示後
熊野町○○○１丁目　２番３号
または、
熊野町○○○１丁目 ４３２番地１

住　所

□従来の表しかた
熊野町大字○○○４３２番地１

■住居表示後
熊野町○○○１丁目 ４３２番地１

本籍・不動産表示（土地）

■人命にかかわる緊急事態
救急車、消防車、パ

トカー、医師などが早

く目的地に着くことが

できます。

■時間の節約
訪問者が目的の建物

や人をさがすことが容

易になります。

■各種集配が容易
郵便、電報、運送物

などの誤配、遅配が少

なくなります。

新しい制度が実施されると・・・

住民 地方 

移 譲 前 

国 

行政 
サービス 

住民税 

所得税 国庫補助金 

住民 地方 

移 譲 後 

国 

行政 
サービス 

住民税 
＋3兆円 

所得税 
△3兆円 

国庫補助金 

総務省ホームページより 

税源移譲イメージ 

平成１９年１月分から適用 

平成１９年６月分から適用 

（県民税４％・町民税６％） 

（所得税と住民税を合わせた税負 
　担が変わらないよう制度設計） 

４段階を６段階に細分化 

３段階を一律１０％に 

（表１） 

（表２） 平成１８年 

所得税　平成１８年１月分～ 

　税額の１０％相当額を減額 

　　　（１２.５万円を限度） 

住民税　平成１８年６月分～ 

　税額の７.５％相当額を減額 

　　　　（２万円を限度） 

平成１９年 

所得税 

　平成１９年１月分～ 

住民税 

　平成１９年６月分～ 

廃　止 

非課税 
平成１７年度 

課  税 
平成１８年度以降 

（表３） 

※経過措置として 
　　　平成１８年度は３分の２を減額 
　　　平成１９年度は３分の１を減額 
　　　平成２０年度以降は、全額負担 

合計所得金額１２５万円以下の方 




